
 ☆制度価格の算定式（例）

 【最低制限価格 ： 調査基準価格】 【失格基準価格】

直接工事費×0.97 直接工事費×0.9

共通仮設費×0.9 共通仮設費×0.7

現場管理費×0.9 現場管理費×0.9

一般管理費×0.68 一般管理費×0.68

現場管理費

4,500,000円
最低制限価格より安く入札し
ても失格となり落札者となる
ことは出来ない。

一般管理費

４．低入札価格調査制度における失格基準価格
　工事請負契約については、あらかじめ失格基準価格を設定し、落札者となるべき者の入札金額が失格基準価格に満た
ないときは、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め、落札者としません。

仮に調査基準価格を下回って応札して
も、失格基準価格以上であれば「低入
札価格の調査」により履行可能である
と判断されれば落札者となることがで
きる。

工事価格

共通仮設費

※建設工事の設計書例 ①最低制限価格制度 ②低入札価格調査制度

落札できる範囲
18,044,000円以上
20,000,000円以下

原則としてこの範囲内の最も安
い応札者が落札者となる。
　　　18,044,000円以上
　　　20,000,000円以下直接工事費

3,300,000円

11,000,000円

調査結果によっては落札者とな
る。

20,000,000円

(予定価格) 1,200,000円

最低制限価格制度

低入札価格調査制度 

最低制限価格制度と低入札価格調査制度について

２．低入札価格調査制度の対象となる契約
　この制度対象は、市が発注する一般競争入札に付する契約で、予定価格が1億5,000万円以上の建設工事のうち、丹波
市工事業者等入札参加者審査会において、必要と認めるもの。
　それ以外の契約については、以前と同様に最低制限価格制度（一部除く）を適用します。

３．調査基準価格の設定方法
  最低制限価格の設定方法と同様。

　あらかじめ最低制限価格を設定し、最低制限価格に満たない入札を行ったものを落札者としない制度。

１．制度の概要
　調査基準価格に満たない入札を行ったものについて調査を行い、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれが
あると認める場合等には、当該入札者を落札者としない制度。

予定価格 20,000,000円

最低制限価格 18,044,000円

予定価格 20,000,000円

調査基準価格 18,044,000円

失格基準価格 17,034,000円

18,044,000円 17,034,000円

中央公契連モデル式より（兵庫県の基準と同様）


